
 

講習日時および会場 

 

応急手当普及員講習（新規） 

日 時 令和６年９月１７日（火）・１８日（水）・１９日（木） 

※全日８時３０分から１７時３０分まで（休憩時間を含む）  

場 所 長浜市平方町１１３５番地 

湖北地域消防本部 ５階会議室 

 

 

 

カリキュラム 

・基礎知識（講義）：２時間 

・救命に必要な応急手当の基礎実技：４時間 

・その他の応急手当の基礎実技：３時間 

・基礎医学、資器材の取扱い要領・指導技法：５時間 

・救命に必要な応急手当の指導要領：６時間 

・各種手当の組み合わせ、応用の指導要領：２時間 

・効果測定、指導内容に関する質疑への対応：２時間 

計２４時間 

 

応急手当普及員再講習 

日 時 令和７年２月１２日（水） 

９時から１２時まで 

場 所 長浜市平方町１１３５番地 

湖北地域消防本部 ５階会議室 

カリキュラム 救命に必要な応急手当の指導要領 ３時間 

 

 

受講対象者 

長浜市・米原市内在住、在勤者の方 

 



申し込み方法 

 講習日の１０日前までに下記の申請様式に必要事項を書き込み、ご持参のうえ、湖北地域消

防本部救急課までお申し込み下さい。 

＜申請様式＞ ダウンロードして使用してください。 

・「応応急手当普及員講習（再講習）受講申請書  

・「応応急手当普及員講習（再講習）受講者名簿  

※ 応急手当普及員再講習を受講希望の方は、お申込みの際に認定証もご持参願います。 

 

服装・持ち物 

・実技がありますので、動きやすい服装でお越しください。 

・筆記用具 

・応急手当普及員講習テキスト「ガイドライン２０２０対応「 （東京法令出版） 

※ 各自でご購入頂き、持参してください。準備ができない方はご連絡ください。 

・応急手当普及員講習（新規）を受講される方は昼食が必要となります。 

 

応急手当普及員とは？  

自身が所属する事業所や防災組織等において、その事業所等の従業員・構成員に対し、応急

手当講習（心肺蘇生法やＡＥＤ使用方法など）の指導を行う者として、湖北地域消防本部が認

定した者をいいます。 

 

応急手当普及員が開催できる講習 

・普通救命講習Ⅰ（主に成人に対する救命講習） 

・普通救命講習Ⅱ（普通救命講習Ⅰ＋実技・筆記テスト） 

・普通救命講習Ⅲ（主に小児・幼児・新生児に対する救命講習） 

・救命入門コース 

https://www.shiga-kohokuarea119.jp/wp-sys/wp-content/uploads/2024/08/%E2%91%A1%E5%BF%9C%E6%80%A5%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%99%AE%E5%8F%8A%E5%93%A1%E8%AC%9B%E7%BF%92%EF%BC%88%E5%86%8D%E8%AC%9B%E7%BF%92%EF%BC%89%E5%8F%97%E8%AC%9B%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%9B%B8.docx
https://www.shiga-kohokuarea119.jp/wp-sys/wp-content/uploads/2024/08/%E2%91%A2%E5%BF%9C%E6%80%A5%E6%89%8B%E5%BD%93%E6%99%AE%E5%8F%8A%E5%93%A1%EF%BC%88%E5%86%8D%E8%AC%9B%E7%BF%92%EF%BC%89%E8%AC%9B%E7%BF%92%E5%8F%97%E8%AC%9B%E8%80%85%E5%90%8D%E7%B0%BF.docx


※ 応急手当普及員が実施する講習に対し、湖北地域消防本部から訓練人形や AED トレーナ

ー、講習用 DVD を貸し出すことが可能です。また、講習で配布するテキストを提供しま

す。（貸出物品には限りがありますので、貸出できない場合もあります。） 

 

 

<「お問い合わせ「> 

湖北地域消防本部 救急課 

TEL ０７４９―６２－６１９４ 

大切なひとの命を守るため、あなたも応急手当普及員として活動しませんか。 

 

 


